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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが使用する使用機械の売買を支援する売買支援システムであって、
　前記使用機械の中古販売価格を取得し、当該中古販売価格を更新可能な販売価格取得更
新部と、
　購入希望者に対する前記使用機械の中古販売価格の提示を許可するか否かを選択可能な
提示可否選択部と、
　前記提示可否選択部により前記中古販売価格の提示を許可した場合に、前記使用機械の
中古販売価格を購入希望者に提示する販売価格提示部と、
　前記使用機械の機種情報を取得する機種情報取得部と、
　前記使用機械の稼働情報を取得する稼働情報取得部とを備え、
　前記販売価格取得更新部が、前記機種情報取得部で取得した機種情報に基づいて前記使
用機械の基準販売価格を算定すると共に、前記稼働情報取得部で取得した稼働情報に基づ
いて前記基準販売価格に対する価格変動値を算定し、前記基準販売価格及び前記価格変動
値に基づいて前記中古販売価格を算定し、
　前記稼働情報取得部が、前記使用機械との間で無線通信を行って前記稼働情報を取得し
、
　前記販売価格提示部が、前記中古販売価格を購入希望者に提示した後に、前記稼働情報
取得部により新たに取得された前記稼働情報に基づいて前記販売価格取得更新部により前
記中古販売価格が更新された場合に、当該更新後の中古販売価格を購入希望者に提示する
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売買支援システム。
【請求項２】
　ユーザが使用する使用機械の売買を支援する売買支援システムであって、
　前記使用機械の中古販売価格を取得し、当該中古販売価格を更新可能な販売価格取得更
新部と、
　購入希望者に対する前記使用機械の中古販売価格の提示を許可するか否かを選択可能な
提示可否選択部と、
　前記提示可否選択部により前記中古販売価格の提示を許可した場合に、前記使用機械の
中古販売価格を購入希望者に提示する販売価格提示部と、
　所定の価格変動停止条件の成立中において、前記販売価格提示部により購入希望者に提
示される中古販売価格の変動を停止する価格変動停止部とを備えた売買支援システム。
【請求項３】
　前記使用機械の機種情報を取得する機種情報取得部と、
　前記使用機械の稼働情報を取得する稼働情報取得部とを備え、
　前記販売価格取得更新部が、前記機種情報取得部で取得した機種情報に基づいて前記使
用機械の基準販売価格を算定すると共に、前記稼働情報取得部で取得した稼働情報に基づ
いて前記基準販売価格に対する価格変動値を算定し、前記基準販売価格及び前記価格変動
値に基づいて前記中古販売価格を算定する請求項２に記載の売買支援システム。
【請求項４】
　前記稼働情報取得部が、前記使用機械との間で無線通信を行って前記稼働情報を取得し
、
　前記販売価格提示部が、前記中古販売価格を購入希望者に提示した後に、前記稼働情報
取得部により新たに取得された前記稼働情報に基づいて前記販売価格取得更新部により前
記中古販売価格が更新された場合に、当該更新後の中古販売価格を購入希望者に提示する
請求項３に記載の売買支援システム。
【請求項５】
　前記稼働情報取得部が、前記使用機械との間で無線通信を行って、所定の稼働情報取得
タイミング毎の前記稼働情報を取得し、
　前記販売価格取得更新部が、前記稼働情報取得タイミングよりも長い所定の価格算定タ
イミング毎に前記中古販売価格を算定する請求項１，３，４の何れか１項に記載の売買支
援システム。
【請求項６】
　前記稼働情報が、前記使用機械の負荷量に関する負荷関連値と、前記使用機械が備える
操作具の操作回数に基づく操作関連値とを含み、
　前記販売価格取得更新部が、少なくとも所定の基準負荷関連値に対する前記使用機械の
負荷関連値の評価値と所定の基準操作関連値に対する前記使用機械の操作関連値の評価値
とに基づいて、前記価格変動値を算定する請求項１，３，４，５の何れか１項に記載の売
買支援システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが使用する使用機械の売買を支援する売買支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　農業機械等の情報を管理する従来のシステムとして、農業機械等の買い取り基準価格を
査定するものが知られている（例えば特許文献１を参照。）。
　特許文献１記載の従来のシステムでは、農業機械等の機種情報（機械識別情報）や稼働
情報（稼働データ）が取得され、その取得された機種情報や稼働情報に基づいて農業機械
等の買い取り基準価格が算出される。そして、その算出した買い取り基準価格が、所定の
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起算日（例えば農業機械等の引き渡し日）から所定期間経過後に、農業機械等のレンタル
会社と農業機械等の販売会社とのうちで少なくとも何れか一方に閲覧可能となる。
【０００３】
　特許文献１記載の従来のシステムは、上記構成を採用することにより、正規メンテナン
ス履歴及び使用機械の稼働状態を考慮した買い取り基準価格を算出することができ、その
算出した買い取り基準価格をレンタル会社側及び／又は販売会社に対して参考情報として
自動的に提示することで、レンタル会社側に対して農業機械等を継続使用するか或いは買
い替えるかの判断の動機付けを行うとされている。また、中古販売価格をメンテナンス契
約の有無により増減させれば、ユーザ側に対してメンテナンス契約締結の動機付けを行っ
て、当該契約の普及率を向上するとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１７０１９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、特許文献１記載の従来のシステムにおいて、算定した買い取り基準価
格は、レンタル会社に対して農業機械等の買い替え判断やメンテナンス契約締結の動機付
けを行うことを意図して提示されるものであって、購入希望者に対して提示されるもので
はない。即ち、このシステムでは、購入希望者に対してその農業機械等が購入可能な中古
販売価格を知らしめて、その農業機械等の購入をするか否かの判断の動機付けを十分に行
うものではない。
【０００６】
　この実情に鑑み、本発明の主たる課題は、ユーザに対して自身が使用する使用機械の中
古販売価格を逐次把握させながら、購入希望者に対して使用機械の中古販売価格を適切な
タイミングで提示して当該使用機械の購入の動機付けを行うことができる売買支援システ
ムを提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１特徴構成は、ユーザが使用する使用機械の売買を支援する売買支援システ
ムであって、
　前記使用機械の中古販売価格を取得し、当該中古販売価格を更新可能な販売価格取得更
新部と、
　購入希望者に対する前記使用機械の中古販売価格の提示を許可するか否かを選択可能な
提示可否選択部と、
　前記提示可否選択部により前記中古販売価格の提示を許可した場合に、前記使用機械の
中古販売価格を購入希望者に提示する販売価格提示部とを備えた点にある。
【０００８】
　本構成によれば、上記販売価格取得更新部により、農業機械や船舶等のようなユーザが
使用する使用機械の中古販売価格を逐次更新することができる。そして、上記提示可否選
択部により前記中古販売価格の提示を許可した場合にのみ、上記販売価格提示部により使
用機械の逐次更新される中古販売価格を購入希望者に提示することができる。よって、ユ
ーザは、自身が使用する使用機械の中古販売価格を逐次把握することができながら、購入
希望者に対して使用機械の中古販売価格を適切なタイミングで提示して当該使用機械の購
入の動機付けを行うことができる。
【０００９】
　本発明の第２特徴構成は、前記使用機械の機種情報を取得する機種情報取得部と、
　前記使用機械の稼働情報を取得する稼働情報取得部とを備え、
　前記販売価格取得更新部が、前記機種情報取得部で取得した機種情報に基づいて前記使
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用機械の基準販売価格を算定すると共に、前記稼働情報取得部で取得した稼働情報に基づ
いて前記基準販売価格に対する価格変動値を算定し、前記基準販売価格及び前記価格変動
値に基づいて前記中古販売価格を算定する点にある。
【００１０】
　本構成によれば、上記機種情報取得部により、例えばユーザ側や当該ユーザへの農業機
械販売元側等から、使用機械の機種に関する機種情報を取得することができる。一方、上
記稼働情報取得部により、例えばユーザ側等から、使用機械の稼働状態に関する稼働情報
を取得することができる。このような機種情報及び稼働情報を取得することにより、上記
販売価格取得更新部により、機種情報により使用機械の機種を特定して、中古販売価格の
現時点での基準となる基準販売価格を算定することができ、一方、稼働情報により使用機
械の稼働状態を特定して、基準販売価格に対して変動すべき程度に関する価格変動値を算
定することができる。そして、上記販売価格取得更新部により、これら算出した基準販売
価格及び変動量に基づいて、使用機械の中古販売価格を、実際の使用機械の資産価値に合
わせて精度良く算定することができる。
【００１１】
　本発明の第３特徴構成は、前記稼働情報取得部が、前記使用機械との間で無線通信を行
って前記稼働情報を取得すると共に、前記販売価格取得更新部が、当該稼働情報取得部に
より新たに取得された前記稼働情報に基づいて前記中古販売価格を更新し、
　前記販売価格提示部が、前記中古販売価格を購入希望者に提示した後に、前記販売価格
取得更新部により前記中古販売価格が更新された場合に、当該更新後の中古販売価格を購
入希望者に提示する点にある。
【００１２】
　本構成によれば、稼働情報取得手段により、ユーザ側の使用機械との間で無線通信を行
って、比較的短い稼働情報取得タイミング毎の稼働情報を取得することができるので、正
確な稼働情報を把握することができる。そして、新たに取得された稼働情報に基づいて中
古販売価格が更新された場合には、更新後の中古販売価格が購入希望者に提示されること
になる。このことで、無線通信により取得される正確な稼働情報の変動を、即座に購入希
望者に提示される中古販売価格に反映させることができる。
【００１３】
　本発明の第４特徴構成は、前記稼働情報取得部が、前記使用機械との間で無線通信を行
って、所定の稼働情報取得タイミング毎の前記稼働情報を取得し、
　前記販売価格取得更新部が、前記稼働情報取得タイミングよりも長い所定の価格算定タ
イミング毎に前記中古販売価格を算定する点にある。
【００１４】
　本構成によれば、稼働情報取得手段により、ユーザ側の使用機械との間で無線通信を行
って、比較的短い稼働情報取得タイミング毎の稼働情報を取得することができるので、正
確な稼働情報を把握することができる。それに対し、上記販売価格取得更新部により、稼
働情報取得タイミングよりも長い価格算定タイミング（例えば１日）毎に中古販売価格を
算定して更新するので、中古販売価格の無用な微変動を抑制すると共に、演算負荷を軽減
することができる。
【００１５】
　本発明の第５特徴構成は、前記稼働情報が、前記使用機械の負荷量に関する負荷関連値
と、前記使用機械が備える操作具の操作回数に基づく操作関連値とを含み、
　前記販売価格取得更新部が、少なくとも所定の基準負荷関連値に対する前記使用機械の
負荷関連値の評価値と所定の基準操作関連値に対する前記使用機械の操作関連値の評価値
とに基づいて、前記価格変動値を算定する点にある。
【００１６】
　本構成によれば、基準負荷関連値（例えば同地域内にある機器の負荷関連値の平均値）
に対する使用機械の負荷関連値の評価値、並びに、基準操作関連値（例えば同地域内にあ
る機器が備える操作具の操作関連値の平均値）に対する使用機械の操作関連値の評価値を
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特定し、少なくともこれら評価値に基づいて価格変動値を算定することで、使用機械の資
産評価を適切に行って、正確な中古販売価格を算定することができる。
【００１７】
　本発明の第６特徴構成は、所定の価格変動停止条件の成立中において、前記販売価格提
示部により購入希望者に提示される中古販売価格の変動を停止する価格変動停止部を備え
た点にある。
【００１８】
　本構成によれば、例えばユーザと購入希望者との間で使用機械の商談が行われているこ
とを価格変動停止条件として、当該価格変動停止条件が成立中（例えば商談中）において
、上記価格変動停止部により、購入希望者に提示される中古販売価格の変動が停止される
ので、購入希望者には価格変動停止条件の成立当初の中古販売価格が提示されることにな
り、購入希望者は商談当初の中古販売価格で使用機械の購入を検討することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態の売買支援システムの概略構成図
【図２】農業機械の（ａ）負荷関連値及び（ｂ）操作関連値の提示状態を示す図
【図３】価格変動係数を求めるための価格変動係数表を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明に係る売買支援システムの実施形態について図面に基づいて説明する。
　図１に示すように、本実施形態の売買支援システム１００は、例えばユーザに対してト
ラクタ、コンバイン、耕耘機、田植え機等の農業機械Ｘ（使用機械の一例）を販売する農
業機械販売元が運営管理するシステムとして構成されている。
【００２１】
　本実施形態の売買支援システム１００は、ユーザが使用する農業機械Ｘの中古販売を支
援する管理システム１０に加えて、ユーザが使用する農業機械Ｘの情報を管理して営農を
支援する営農支援システム２０を備えており、更には、これら管理システム１０及び営農
支援システム２０がアクセス可能な記憶装置３０等を備える。
【００２２】
　農業機械Ｘは、無線通信中継器６１及び通信ネットワーク４０を介して、管理システム
１０や営農支援システム２０との間で無線通信可能な通信装置（図示省略）を備えている
。そして、農業機械Ｘは、これらシステム１０，２０との間で無線通信を行って、所定の
稼働情報取得タイミング毎に収集した農業機械Ｘの稼働状態に関する稼働情報等を当該シ
ステム１０，２０側に送信する。尚、この稼働情報等の送信タイミングは、リアルタイム
又は数秒等の比較的短い時間間隔、数分～数時間等の比較的長い時間間隔、或いは、運転
開始時又は停止時等のあらゆるタイミングを採用できる。
【００２３】
　営農支援システム２０は、後述するユーザ側端末装置６０に対して、インターネット網
等の通信ネットワーク４０を介して所定の営農支援用のＷＥＢサイトを提供するＷＥＢサ
ーバにより構成されている。
　一方、ユーザ側端末装置６０は、農業機械Ｘを使用するユーザ側に設置され、通信ネッ
トワーク４０を介して上記営農支援用のＷＥＢサイトにアクセス可能な公知のコンピュー
タ端末で構成されている。
【００２４】
　そして、ユーザ側端末装置６０では、このような営農支援用のＷＥＢサイトを通じ、農
業機械Ｘを使用した営農に有用な情報を営農支援システム２０側から取得してモニター（
図示省略）等に表示することができる。一方、営農支援システム２０では、このような営
農支援用のＷＥＢサイトを通じ、ユーザの氏名や電話番号等の個人識別情報並びにそのユ
ーザが使用する農業機械Ｘの機種等に関するユーザ情報や、当該農業機械Ｘの稼働状態等
に関する稼働情報等をユーザ側端末装置６０から取得して利用することができる。
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【００２５】
　ここで、稼働情報としては、農業機械Ｘの購入年やアワメータ（作業時間計）で計測さ
れた積算運転時間に加えて、以下のような負荷量に関する負荷関連値や農業機械Ｘが備え
る操作具の操作回数に関する操作関連値を取得することができる。具体的に、負荷関連値
としては、エンジン負荷率並びに作業時のエンジン負荷率、エンジン回転数並びに作業時
のエンジン回転数、作業時車速、ＰＴＯ（エンジン動力を付属の作業機の駆動のために取
り出す機構）回転数等を挙げることができる。また、操作関連値としては、農業機械Ｘに
取り付ける作業機の昇降回数、リバーサＦの操作回数、リバーサＲの操作回数、クラッチ
ペダルの操作回数、ブレーキペダルの操作回数、ブレーキの連結回数等を挙げることがで
きる。
【００２６】
　営農支援システム２０は、ユーザに対して、営農支援用のＷＥＢサイトにアクセスした
ユーザ側端末装置６０のモニターに表示させる形態で、当該ユーザが使用する農業機械Ｘ
の稼働情報を提示可能に構成されている。具体的に、営農支援システム２０は、稼働情報
をそのままの状態で提示しても構わないが、図２に示すように、評価基準となる基準負荷
関連値に対する農業機械Ｘの各負荷関連値のスコア（評価値）と、評価基準となる基準操
作関連値に対する農業機械Ｘの各操作関連値のスコア（評価値）とを、レーダチャートを
用いて表示する形態で提示することができる。更に、このレーダチャートに、ユーザが属
する地域での平均的なスコアを重畳させて提示すれば、それを視認したユーザは、自身の
農業機械Ｘの稼働情報の良し悪しを容易に認識することができる。
【００２７】
　管理システム１０は、上記営農支援システム２０と連携可能に接続され、後述する購入
希望者側端末装置５０に対して、インターネット網等の通信ネットワーク４０を介して所
定の売買支援用のＷＥＢサイトを提供するＷＥＢサーバにより構成されている。
　一方、購入希望者側端末装置５０は、農業機械Ｘの購入を希望する購入希望者側に設置
され、通信ネットワーク４０を介して上記売買支援用のＷＥＢサイトにアクセス可能な公
知のコンピュータ端末で構成されている。
【００２８】
　そして、購入希望者側端末装置５０では、このような売買支援用のＷＥＢサイトを通じ
、購入を希望する農業機械Ｘの中古販売価格等の情報を管理システム１０から取得して売
却リストとしてモニター（図示省略）等に表示することができる。一方、管理システム１
０では、このような売買支援用のＷＥＢサイトを通じ、購入希望者の氏名や電話番号等の
個人識別情報並びにその購入希望者が購入を希望する農業機械Ｘの機種や希望納期等に関
する購入希望者情報等を、購入希望者側端末装置５０から取得して利用することができる
。
【００２９】
　記憶装置３０は、上述した管理システム１０及び営農支援システム２０がアクセス可能
な公知のファイルサーバで構成されており、各種データベースとして、購入希望者情報デ
ータベース３１、ユーザ情報データベース３２、機種情報データベース３３、稼働情報デ
ータベース３４等が構築されている。
【００３０】
　購入希望者情報データベース３１は、上述したように管理システム１０が取得した購入
希望者情報等を格納するデータベースであり、管理システム１０及び営農支援システム２
０は、この購入希望者情報データベース３１にアクセスして、当該購入希望者情報を参照
することができる。
【００３１】
　ユーザ情報データベース３２は、上述したように営農支援システム２０が取得したユー
ザ情報等を格納するデータベースであり、管理システム１０及び営農支援システム２０は
、このユーザ情報データベース３２にアクセスして、当該ユーザ情報を参照することがで
きる。



(7) JP 6659526 B2 2020.3.4

10

20

30

40

50

【００３２】
　機種情報データベース３３は、農業機械販売元が販売する農業機械Ｘの機種名（型式等
）や製造年等に関する情報を機種情報として格納するデータベースであり、管理システム
１０及び営農支援システム２０は、この機種情報データベース３３にアクセスして、当該
機種情報を参照することができる。尚、この機種情報は、農業機械販売元側で管理されて
いる情報であることから、当該農業機械販売元側から得ることができる。また、本実施形
態では、機種情報データベース３３を他のデータベース３１，３２，３４と共に記憶装置
３０に構築する構成を採用しているが、例えば、農業機械販売元側で管理されている機種
情報データベースに直接アクセスして、機種情報を参照するように構成しても構わない。
【００３３】
　稼働情報データベース３４は、上述したように管理システム１０や営農支援システム２
０が取得した稼働情報等を格納するデータベースであり、管理システム１０及び営農支援
システム２０は、この稼働情報データベース３４にアクセスして、当該稼働情報を参照す
ることができる。
【００３４】
　以上が本実施形態の売買支援システム１００の基本構成の説明であるが、この売買支援
システム１００は、農業機械Ｘの中古販売価格を適切に算定することにより、ユーザに対
して自身が使用する農業機械Ｘの中古販売価格を逐次把握させながら、購入希望者に対し
て農業機械Ｘの中古販売価格を適切なタイミングで提示して当該農業機械Ｘの購入の動機
付けを行うための構成を有する。以下に、その構成の詳細について説明を加える。
【００３５】
　管理システム１０は、所定のコンピュータプログラムを実行することにより、機種情報
取得部１１、稼働情報取得部１２、提示可否選択部１３、販売価格取得更新部１４、販売
価格提示部１５、価格変動停止部１６等の各種処理部として機能する。
【００３６】
　機種情報取得部１１は、後述する販売価格取得更新部１４により農業機械Ｘの中古販売
価格を算定するにあたり、農業機械Ｘの機種情報を取得する処理部として構成されている
。具体的には、機種情報データベース３３にアクセスして、農業機械Ｘの機種名を指定す
る形態で、当該指定した農業機械Ｘの製造年等の機種情報を取り出す。
【００３７】
　稼働情報取得部１２は、後述する販売価格取得更新部１４により農業機械Ｘの中古販売
価格を算定するにあたり、農業機械Ｘの稼働情報を取得する処理部として構成されている
。具体的には、稼働情報データベース３４にアクセスして、ユーザが使用する農業機械Ｘ
を指定する形態で、その農業機械Ｘの稼働情報を取り出す。尚、稼働情報取得部１２は、
上述したように、営農支援システム２０が、農業機械Ｘとの間で無線通信を行って、稼働
情報を取得するタイミングである所定の稼働情報取得タイミング毎に、稼働情報を取得す
ることができる。
【００３８】
　提示可否選択部１３は、購入希望者に対する農業機械Ｘの中古販売価格の提示を許可す
るか否かを選択可能な処理部として構成されている。具体的には、ユーザ側端末装置６０
を通じて営農支援システム２０が運営する営農支援用のＷＥＢサイトにアクセスしたユー
ザが、そのＷＥＢサイト上で自身が使用する農業機械Ｘの売却を希望するか否かを入力す
る。このような入力を受けた営農支援システム２０は、農業機械Ｘの売却希望の有無に関
する売却希望情報をユーザ情報としてユーザ情報データベース３２に格納する。そして、
管理システム１０が機能する提示可否選択部１３は、そのユーザ情報データベース３２に
格納された売却希望情報を参照して、売却希望が有る農業機械Ｘに関しては購入希望者に
対する中古販売価格の提示を許可し、逆に、売却希望が無い農業機械Ｘに関しては購入希
望者に対する中古販売価格の提示を禁止する。
【００３９】
　販売価格取得更新部１４は、農業機械Ｘの中古販売価格を取得し、当該中古販売価格を
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更新可能な処理部として構成されている。具体的には、販売価格取得更新部１４は、ユー
ザ情報データベース３２に登録されているユーザが使用する夫々の農業機械Ｘについて、
機種情報取得部１１で取得した機種情報に基づいて農業機械Ｘの基準販売価格を算定する
。尚、この基準販売価格は、機種情報としての農業機械Ｘの型式や製造年等を参照して、
その農業機械Ｘの現時点での外観（汚れや傷など）や内部機構（エンジンや駆動部など）
の平均的な劣化度合い等を考慮して、中古販売価格の基準として算定される。
　同時に、販売価格取得更新部１４は、稼働情報取得部１２で取得した稼働情報に基づい
て基準販売価格に対する価格変動値を算定する。尚、この価格変動値は、稼働情報として
、上述した農業機械Ｘの負荷関連値や操作関連値等を参照して、その農業機械Ｘの劣化度
合いがユーザによる使用によりどの程度影響を受けているかを示す価格変動係数として算
定される。具体的に、本実施形態では、農業機械Ｘの各負荷関連値のスコアの合計値（図
２（ａ）参照）を負荷関連合計スコアＡとして算定し、農業機械Ｘの各操作関連値のスコ
アの合計値（図２（ａ）参照）を操作関連合計スコアＢとして算定する。そして、これら
負荷関連合計スコアＡ及び操作関連合計スコアＢを図３に示す価格変動係数表に当てはめ
て、上記価格変動係数を算定する。
【００４０】
　そして、上記のように算定した基準販売価格及び価格変動値（価格変動係数）に基づい
て、例えば基準販売価格に価格変動値を乗じる形態で、農業機械Ｘの中古販売価格を算定
する。このように算定された農業機械Ｘの中古販売価格は、農業機械Ｘの機種や製造年等
の機種情報に加えて、その農業機械Ｘの負荷関連値や操作関連値等の現時点までの使用状
態を示す稼働情報を忠実に反映するものとなり、実際の農業機械Ｘの資産価値に合わせて
精度良く算定されたものとなる。
【００４１】
　また、このように販売価格取得更新部１４は、上述したように算定した農業機械Ｘの中
古販売価格を、農業機械Ｘに関連付けてユーザ情報データベース３２に登録する。よって
、ユーザ情報データベース３２に、前に算定した中古販売価格が登録されている場合には
、販売価格取得更新部１４により新たに算定された中古販売価格により更新されることに
なる。
【００４２】
　また、上記稼働情報取得部１２が、農業機械Ｘとの間で無線通信を行って、所定の稼働
情報取得タイミング（例えば１分）毎の稼働情報を取得する場合において、販売価格取得
更新部１４は、その稼働情報取得タイミングよりも長い所定の価格算定タイミング毎（例
えば１日毎等）に中古販売価格を算定するように構成されている。このことにより、中古
販売価格の無用な微変動が抑制されると共に、演算負荷が軽減される。
【００４３】
　販売価格提示部１５は、提示可否選択部１３により中古販売価格の提示を許可した場合
に、当該提示が許可された農業機械Ｘの中古販売価格を購入希望者に対して提示する処理
部として構成されている。具体的には、購入希望者に対して、売買支援用のＷＥＢサイト
にアクセスした購入希望者側端末装置５０のモニターに売却リストとして表示させる形態
で、ユーザによる売却希望が有る農業機械Ｘの中古販売価格を提示する。よって、購入希
望者に対して、自身が購入を希望する農業機械Ｘの中古販売価格を適切なタイミングで把
握させて、当該農業機械Ｘの購入の動機付けを行うことができる。
【００４４】
　要するに、農業機械Ｘの中古販売価格を算定するにあたり、稼働情報取得部１２が、農
業機械Ｘとの間で無線通信を行って稼働情報を取得すると共に、販売価格取得更新部１４
が、当該稼働情報取得部により新たに取得された前記稼働情報に基づいて中古販売価格を
更新し、このような稼働情報の取得処理及び中古販売価格の更新処理が繰り返し実行され
ることになる。そして、販売価格提示部１５が、中古販売価格を購入希望者に提示した後
に、販売価格取得更新部１４により中古販売価格が更新された場合には、当該更新後の中
古販売価格が購入希望者に提示することになる。
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　よって、購入希望者に提示される中古販売価格は、無線通信により取得される正確な稼
働情報の変動を即座に反映したものとなる。
【００４５】
　更に、販売価格提示部１５は、ユーザによる売却希望が有る農業機械Ｘについて、上記
中古販売価格に加えて、当該農業機械Ｘの稼働情報を提示可能に構成されている。具体的
に、稼働情報をそのままの状態で提示しても構わないが、上述したようにユーザに対して
提示した形態、即ち、図２に示すように、評価基準となる基準負荷関連値に対する農業機
械Ｘの各負荷関連値のスコア（評価値）と、評価基準となる基準操作関連値に対する農業
機械Ｘの各操作関連値のスコア（評価値）とを、レーダチャートを用いて表示する形態で
提示することができる。
【００４６】
　また、販売価格取得更新部１４により算定され、ユーザ情報データベース３２に登録さ
れた農業機械Ｘの中古販売価格は、購入希望者に対しては提示を禁止するものであったと
しても、その農業機械Ｘを使用するユーザに対しては提示することができる。具体的に、
営農支援システム２０は、農業機械Ｘのユーザに対して、営農支援用のＷＥＢサイトにア
クセスしたユーザ側端末装置６０のモニターに表示させる形態で、当該農業機械Ｘの中古
販売価格を提示可能に構成されている。要するに、逐次更新される農業機械Ｘの中古販売
価格について、購入希望者に対しては提示可否選択部１３により提示が許可された場合に
のみ提示されるが、当該農業機械Ｘのユーザに対しては無条件に提示されることになる。
　よって、ユーザに対して、自身が使用する農業機械Ｘの現時点での中古販売価格を常に
把握させて、中古販売価格の無用な低下を抑制するような好適な使用の動機付けを行いな
がら、農業機械Ｘの買い替え判断やメンテナンス契約締結の動機付けを行うことができる
。
【００４７】
　価格変動停止部１６は、所定の価格変動停止条件の成立中において、販売価格提示部１
５により購入希望者に提示される中古販売価格の変動を停止する処理部として構成されて
いる。具体的には、ユーザと購入希望者との間で農業機械Ｘの売買についての商談が行わ
れていることを上記価格変動停止条件とする。そして、このような価格変動停止条件の成
立中即ち商談中において、価格変動停止部１６は、販売価格提示部１５に対して同条件成
立時即ち商談当初における中古販売価格を継続して購入希望者に提示させる形態で、購入
希望者に提示される中古販売価格の変動を停止させる。この構成により、購入希望者は、
商談当初の中古販売価格で農業機械Ｘの購入を検討することができる。
【００４８】
　また、価格変動停止部１６により購入希望者に提示される中古販売価格の変動が停止さ
れている間は、その停止時点以降の農業機械Ｘの劣化を防止するべく、ユーザに対して農
業機械Ｘの使用を禁止するように促すことが望ましい。このようなユーザに対する農業機
械Ｘの使用禁止の催促は、ユーザと、売買支援システム１００の運営会社（農業機械販売
元）との間で締結される規約で同意を求めることができるが、例えば、営農支援システム
２０を通じて、ユーザ側端末装置６０に対して農業機械Ｘの使用禁止を促すための表示を
行うなどにより実行することもできる。また、中古販売価格の変動の停止時点以降に農業
機械Ｘが使用されたことを、無線通信により自動的に検知して、ユーザに対して注意喚起
を行うように構成しても構わない。また、価格変動停止部１６により中古販売価格の変動
が停止されている間に、農業機械Ｘの使用が行われた場合には、その使用に応じた値引き
を実施する形態で、中古販売価格を調整しても構わない。
【００４９】
　また、商談が成立しなかった場合、即ち農業機械Ｘの購入希望者への販売が行われない
ことが決定された場合には、価格変動停止部１６による中古販売価格の変動の停止が解除
される。このことで、販売価格取得更新部１４により逐次更新される中古販売価格が販売
価格提示部１５により購入希望者に提示されるので、当該購入希望者に提示される中古販
売価格が現時点の稼働情報等を反映して変動することになる。
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【００５０】
　更に、購入希望者が農業機械Ｘを購入した場合には、本売買支援システム１００は、そ
の購入希望者を新たなユーザとして登録して、当該農業機械Ｘの中古販売価格の更新を継
続することができる。また、このように新たなユーザとして登録された購入希望者は、購
入した農業機械Ｘの状態、前のユーザの対応、本売買支援システム１００の機能等につい
て評価を行い、それを他の購入希望者やユーザが閲覧可能とすれば、本システムを利用し
た農業機械Ｘの中古販売に関して信頼性向上に寄与することができる。
【００５１】
〔別実施形態〕
（１）上記実施形態では、トラクタ、コンバイン、耕耘機、田植え機等の農業機械Ｘを使
用機械の一例として挙げて説明したが、本発明に係る売買支援システムは、他の農業機械
や建設機械等の作業機、又は、船舶や発電機などの他の使用機械等にも適用可能である。
【００５２】
（２）上記実施形態では、機種情報取得部１１で取得される機種情報を、農業機械販売元
側から得て機種情報データベース３３に格納した機種情報としたが、本発明はこの構成に
限定されることはなく、別の方法で取得した機種情報を利用することもでき、例えば独自
で得た機種情報を利用しても構わない。
【００５３】
（３）上記実施形態では、稼働情報取得部１２で取得される稼働情報を、営農支援システ
ム２０がユーザ側から無線通信により取得して稼働情報データベース３４に格納した稼働
情報としたが、本発明はこの構成に限定されることなく、別の方法で取得した稼働情報を
利用することができ、例えば、ユーザがユーザ側端末装置６０で別の方法で入力した稼働
情報を利用しても構わない。
【００５４】
（４）上記実施形態では、基準販売価格に対する価格変動値を算定する基となる稼働情報
の一例として、特定の負荷関連値や操作関連値を例示したが、本発明はこの構成に限定さ
れるものではなく、別の種類の稼働情報を利用することができる。例えば、作業時以外の
移動車速、各種操作スイッチの操作回数、コンバインにおける脱穀用こぎ胴や刈取り部の
回転数等に関する他の負荷関連値や操作関連値を、稼働情報として利用しても構わない。
また、負荷関連値や操作関連値に限らず、各種警報（使用者に注意を促すための報知）回
数や各種異常通知（修理やメンテナンス等を促すための報知）回数、それら警報並びに異
常通知の履歴等に関する情報を、例えば農業機械Ｘとの間で無線通信を行って取得して、
稼働情報として利用しても構わない。
【００５５】
　更に、農業機械Ｘの汚れや傷などの外観に関する情報や、農業機械Ｘのメンテナンスの
実施頻度やその内容等に関する情報を、稼働情報として利用することもできる。尚、この
ような情報については、農業機械Ｘから直接取得することは困難であるが、例えば、営農
支援用のＷＥＢサイト等を通じてユーザ等が、農業機械Ｘの外観写真やそれを評価するた
めの評価リストやメンテナンスの実績データ等を営農支援システム２０に申告（送付）す
る形態で取得することができる。更に、メンテナンスに関する情報については、例えば、
メンテナンスを実施した農業機械販売元やメンテナンス会社の基幹システムと連携して、
当該システムから自動的に取得することもできる。
【符号の説明】
【００５６】
１０　　管理システム
１１　　機種情報取得部
１２　　稼働情報取得部
１３　　提示可否選択部
１４　　販売価格取得更新部
１５　　販売価格提示部
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１６　　価格変動停止部
２０　　営農支援システム
１００　売買支援システム
Ｘ　　　農業機械（使用機械）

【図１】 【図２】
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